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特
定
計
量
器
定
期
検
査
の

お
知
ら
せ

　

計
量
器（
は
か
り
、
分
銅
お
よ
び
お

も
り
）を「
取
引
又
は
証
明
」に
使
用
す

る
事
業
所
は
、
２
年
に
１
度
、
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
、
計
量
法
で
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
検
査
は
、
一
般
社

団
法
人
愛
知
県
計
量
連
合
会
が
行
い

ま
す
。

　
該
当
す
る
は
か
り
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
事
前
に
申
し
込
み
の
う
え
、
受

験
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
・
と
こ
ろ

５
月
15
日（
木
）　
市
役
所

５
月
16
日（
金
）　
十
四
山
支
所

両
日
と
も
、
午
前
10
時
～
正
午
、
午

後
１
時
～
３
時

▼
検
査
手
数
料

検
査
手
数
料
は
、
は
か
り
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
計

量
連
合
会（
☎
０
５
２

−

４
５
２

−

１
８
２
１
）ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
そ
の
他

計
量
器
の
運
搬
が
困
難
な
場
合
は
、

申
請
を
し
て
い
た
だ
き
、
計
量
器
の

所
在
場
所
で
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。（
料
金
は
異
な
り
ま
す
。）

ま
た
、
計
量
士
に
よ
る
代
検
査
に
合

格
し
た
日
が
、
今
回
定
期
検
査
日
以

前
１
年
以
内
の
も
の
は
、
免
除
さ
れ

ま
す
。

▼
申
込
期
限　
４
月
18
日（
金
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
商
工
観
光
課（
内
線
２
５
３
）

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
３
月
下
旬
に
平
成
26
年
度
仮
徴
収

（
第
１
期
・
第
２
期
・
第
３
期
）分
の
納

税
通
知
書
を
送
付
し
ま
し
た
。
４
月
、

６
月
、
８
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
申
請
に

よ
り
特
別
徴
収
を
中
止
し
、
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
対
　
象

次
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯
主

①
国
民
健
康
保
険（
国
保
）に
加
入
し

て
い
る（
年
度
内
に
75
歳
に
な
る

場
合
を
除
く
）

②
世
帯
内
の
国
保
加
入
者
全
員
が
65

歳
～
74
歳

③
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

で
、
介
護
保
険
料
と
国
保
税
を
合

算
し
た
１
回
の
特
別
徴
収
額
が
、

１
回
の
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い

▼
納
付
額

前
年
度
の
特
別
徴
収
分（
２
月
天
引

き
分
）の
税
額
と
同
額（
平
成
26
年
度

か
ら
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
方

は
、
前
年
度
の
国
保
税
額
の
６
分
の

１
に
相
当
す
る
額
）

○
普
通
徴
収
に
よ
る
納
付

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方
に

は
、
平
成
26
年
度
仮
算
定（
第
１
期
）分

の
納
税
通
知
書
を
５
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
納
付
期
限

第
１
期
分　
６
月
２
日（
月
）

▼
納
付
額

前
年
度
の
国
保
税
額
の
６
分
の
１
に

下
水
道
等
使
用
料
の

変
更
に
つ
い
て

　
消
費
税
率
の
改
定
に
伴
い
、
農
業
集

落
排
水
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ・プ
ラ
ン
ト
、

公
共
下
水
道
の
各
使
用
料
金
に
つ
き
ま

し
て
も
、
現
在
の
税
率
５
％
か
ら
８
％

に
変
更
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
留
意

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

▼
新
税
率
適
用
日　
４
月
１
日

▼
経
過
措
置

①
３
月
31
日
以
前
よ
り
継
続
利
用
の

方
は
、
５
月
定
期
検
針
時
ま
で
の

下
水
道
等
使
用
料
は
原
則
と
し
て

旧
税
率（
５
％
）を
適
用
し
ま
す
。

②
４
月
１
日
以
降
に
新
た
に
下
水

道
な
ど
を
使
用
開
始
し
た
場
合

は
、
下
水
道
等
使
用
料
は
新
税
率

（
８
％
）を
適
用
し
ま
す
。

※
税
率
変
更
後
の
下
水
道
等
使
用
料
金

表
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
も
し
く
は

市
役
所
下
水
道
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
下
水
道
課

（
内
線
２
４
３
、２
４
６
）

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

○
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）に

よ
る
納
付

　
特
別
徴
収
の
方
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
で
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）を

相
当
す
る
額

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
保
険
年
金
課

（
内
線
１
２
３
）

弥
富
市
さ
さ
え
あ
い

セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
弥
富
市
さ
さ
え
あ
い
セ
ン
タ
ー
は
利

用
会
員（
援
助
を
受
け
た
い
方
）、
協
力

会
員（
援
助
で
き
る
方
）が
会
員
登
録
し
、

相
互
に
助
け
合
う
組
織
で
す
。
利
用
会

員
は
、
要
介
護
要
支
援
認
定
者
お
よ
び

障
が
い
者
手
帳
所
持
者
も
し
く
は
申
請

中
の
方
で
、
生
活
援
助
を
必
要
と
し
て

い
る
方
で
す
。

　

実
際
に
サ
ー
ビ
ス（
家
事
、
ゴ
ミ
出

し
、
通
院
の
介
助
な
ど
）を
受
け
ら
れ

た
方
に
は
、
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
で
は
援
助
を
受

け
た
い
利
用
会
員
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
ご
登
録
い
た
だ
く
協
力
会
員

を
随
時
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
関
心
の

あ
る
方
は
ぜ
ひ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
利
用
料(

報
酬)

・
平
日（
月
～
金
曜
日
）

午
前
８
時
～
午
後
５
時

１
時
間
当
た
り
７
０
０
円

時
間
外（
協
力
会
員
対
応
可
能
時
間
）

１
時
間
当
た
り
８
０
０
円

・
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

（
協
力
会
員
対
応
可
能
時
間
）

１
時
間
当
た
り
８
０
０
円

・
ご
み
出
し
援
助
サ
ー
ビ
ス

１
回　
１
０
０
円

月の
お

4
ら

知 せ

月の
お

4
ら

知 せ

▼
問
い
合
わ
せ
先

弥
富
市
さ
さ
え
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
43

−

４
１
６
５

市
役
所
介
護
高
齢
課

（
内
線
１
７
２・
１
７
３
）

平
成
26
年
度

『
元
気
塾
』
開
催

　
「
元
気
な
心
身
を
保
ち
、
元
気
な
生

活
を
送
ろ
う
と
し
て
い
る
市
民
」
を
お

手
伝
い
し
ま
す
。

▼
対
象
者

お
お
む
ね
60
歳
以
上
で
、
会
場
ま
で

お
越
し
に
な
れ
る
方

▼
日
　
程

４
月
８
日（
火
）よ
り
市
内
３
つ
の

会
場
で
開
催
し
ま
す
。
毎
週
１
回
、

１
時
間
ず
つ
、
各
会
場
で
同
じ
メ

ニ
ュ
ー
を
行
い
ま
す
。
予
約
・
申
し

込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
開
催
時
に

開
催
場
所
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ

い
。
祝
日
お
よ
び
祝
日
の
翌
日
は
お

休
み
し
ま
す
。

▼
内
　
容

「
健
康
運
動
指
導
士
に
よ
る
、
生
涯

元
気
で
い
る
た
め
に
役
立
つ
運
動
教

室
・
体
力
測
定
」を
中
心
に「
栄
養
士

に
よ
る
栄
養
管
理
教
室
」や「
歯
科
衛

生
士
に
よ
る
口
腔
ケ
ア
教
室
」、「
保

健
師
・
社
会
福
祉
士
・
介
護
支
援
専

門
員
な
ど
に
よ
る
各
種
相
談
」
な
ど

を
行
い
ま
す
。

▼
参
加
費

原
則
無
料
で
す
。
内
容
に
応
じ
て
、

所
内
１
階
第
１
会
議
室
）

▼
対
象
者

認
知
症
の
方（
か
も
し
れ
な
い
方
を

含
む
）を
介
護
し
て
い
る
市
内
在
住

の
方
。
参
加
費
は
無
料
で
す
。

※
出
席
で
き
な
い
日
が
あ
る
方
で
も
参

加
可
能
で
す
。

※
初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
は
、
市
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
担
当

の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
へ
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
65

−

５
５
２
１

市
役
所
介
護
高
齢
課（
内
線
１
７
３
）

成
年
後
見
制
度
の
専
門
相
談

５
月
よ
り
開
始
! !

　

市
で
は
、「
成
年
後
見
に
つ
い
て
個

別
に
相
談
し
た
い
。」「
手
続
き
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
？
」
と
い
っ
た
具
体
的

な
相
談
に
お
答
え
す
る
た
め
、
弁
護
士

に
よ
る
専
門
相
談
を
５
月
か
ら
市
社
会

福
祉
協
議
会
に
委
託
す
る
こ
と
に
よ

り
、
開
始
し
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
と
　
き　
毎
月
第
１
水
曜
日

午
後
１
時
～
４
時（
１
人
50
分
）

教
材
費
実
費
を
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
持
ち
物

水
分
補
給
用
の
ド
リ
ン
ク
類
、
汗
ふ

き
用
タ
オ
ル
、
運
動
を
し
や
す
い
服

装
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

市
役
所
介
護
高
齢
課

（
内
線
１
７
２
～
１
７
４
）

塾
名

開
催
場
所

開
催
曜
日

開
催
時
間

十四山
元気塾
十
四
山
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー

火
曜
日

13：30
～

14：30

いこい
元気塾
い
こ
い
の
里

水
曜
日

13：30
～

14：30

弥富
元気塾
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
金
曜
日

11：00
～

12：00

認
知
症
介
護
者
交
流
会

　
認
知
症
の
方
を
介
護
し
て
い
る
家
族

と
市
内
の
専
門
家
が
集
ま
り
、
情
報
交

換
を
行
い
ま
す
。「
一
人
だ
け
じ
ゃ
な

い
」「
そ
ん
な
方
法
が
あ
る
ん
だ
！
」と

ベ
テ
ラ
ン
か
ら
新
人
ま
で
、
皆
さ
ん
の

励
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
明
日
も
笑
顔
で
い
る
た
め
に
仲
間
同

士
で
励
ま
し
あ
い
ま
し
ょ
う
。

▼
と
　
き

４
月
～
平
成
27
年
３
月
の
毎
月
第
３

土
曜
日
午
前
10
時
～
11
時
30
分

▼
と
こ
ろ

図
書
館
会
議
室

（
※
７
月
、
８
月
、
10
月
は
、
市
役

▼
と
こ
ろ　
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
そ
の
他　
相
談
は
無
料（
予
約
制
）

▼
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
65

−

８
１
０
５

Ｓ
О
Ｓ
緊
急
時
サ
ポ
ー
ト
カ
ー
ド

　
東
日
本
大
震
災
以
降
、
緊
急
時
に
お

い
て
災
害
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
正
確
な
情
報
の

伝
達
が
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
情
報
の
伝

達
は
、
音
声
に
よ
る
部
分
が
そ
の
多
く

を
占
め
て
お
り
、
聴
覚
障
が
い
の
方
な

ど
に
お
い
て
は
、
情
報
の
入
手
や
理
解

が
非
常
に
困
難
で
し
た
。
市
で
は
、
そ

の
緊
急
時
に
お
け
る
聴
覚
障
が
い
の

方
な
ど
の
避
難
対
策
の
一
つ
と
し
て
、

「
Ｓ
О
Ｓ
緊
急
時
サ
ポ
ー
ト
カ
ー
ド
」を

作
成
し
ま
し
た
。

▼
対
象
者

市
内
在
住（
施
設
入
所
の
方
を
除
く
。）

の
聴
覚
障
が
い
、
音
声
・
言
語
機
能

障
が
い
の
方

▼
交
付
時
期

身
体
障
が
い
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
る


